
  

 

川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

令和 ７ 年 ３ 月３１日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第４０号 

 

 

 

 

 



   川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 川崎市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年川崎市規則第７１号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条の次に次の４条を加える。 

 （妊婦給付認定の申請） 

第２条の２ 法第１０条の９第１項の規定により妊婦給付認定を受けようとす

る者は、妊婦給付認定申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （妊婦給付認定の通知等） 

第２条の３ 市長は、法第１０条の９第２項の規定に基づく妊婦給付認定を行

ったときは、妊婦給付認定決定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書（第１号

様式の２）により妊婦給付認定者に通知するものとする。 

２ 市長は、妊婦のための支援給付を受ける資格がないと認めたときは、妊婦

給付認定申請却下通知書（第１号様式の３）により妊婦給付認定の申請をし

た者に通知するものとする。 

 （妊婦給付認定の取消しの通知） 

第２条の４ 市長は、法第１０条の１０の規定により妊婦給付認定の取消しを

行ったときは、妊婦給付認定取消通知書（第１号様式の４）により当該取消

しに係る妊婦給付認定者に通知するものとする。 

 （胎児の数等の届出等） 

第２条の５ 法第１０条の１３第１項の規定による届出は、胎児の数等の届出

書（第１号様式の５）によるものとする。 

２ 市長は、前項による届出があった日以後に、妊婦支援給付金の額の決定を

行ったときは、妊婦支援給付金支払通知書（第１号様式の６）により妊婦給

付認定者に通知するものとする。ただし、当該認定と妊婦給付認定とを併せ



て行ったときは、この限りでない。 

 第４条中「第１号様式」を「第１号様式の７」に改める。 

様式目次中 

「 

様式番号 名         称 関係条文 

１ 

 

教育・保育給付認定（変更）申請書 

 

第４条、第７条第 

１項 

                                  」 

を 

「 

様式番号 名         称 関係条文 

１ 

１の２ 

 

１の３ 

１の４ 

１の５ 

１の６ 

１の７ 

  

妊婦給付認定申請書 

妊婦給付認定決定通知書兼妊婦支援給付

金支払通知書 

妊婦給付認定申請却下通知書 

妊婦給付認定取消通知書 

胎児の数等の届出書 

妊婦支援給付金支払通知書 

教育・保育給付認定（変更）申請書 

 

第２条の２ 

第２条の３第１項 

 

第２条の３第２項 

第２条の４ 

第２条の５第１項 

第２条の５第２項 

第４条、第７条第

１項 

                                  」                                 

に改める。 

第１号様式を第１号様式の７とし、同様式の前に次の６様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の３ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


